
大分県の医療機関様へ 

平成 28 年 2 月診療分（3 月請求分）から、大分県内の各市町村が実施する子ども医療費助成事業は医保・国

保共に併用レセプトでの請求となります。 

「主保険（被用者保険又は国民健康保険） と医療費助成事業（公費負担者番号 83.44.○○○.○）の併用レセプ

トを作成します。」 

今回の CD 作業で上記の対応を行います。操作などの変更はありません。 

 

1 月と 2 月の違いを下記に記載します。 

[保険内容] 

※保険登録は変更ありません。 

従来どおりの入力方法で登録して下さい。 

今までの登録で、変更に対応します。 

 

 

 

 

 

 

[月末計算] 

1 月分のレセプトを作成すると、該当の患者は、単独レセプトとして仕分けら

れます。（今までと同様） 

 

 

 

 

2 月分のレセプトを作成すると、該当の患者は、併用レセプトとして仕分けら

れます。 

 

 

 

[レセプト] 

1 月分は単独レセプト                 2 月分は併用レセプト 

 

 

 

 

 

 

 

※CD 作業後から、上記の対応が可能になります。レセプト作業前に CD 作業は完了して下さい。 

※ご不明な点があれば、ご連絡下さい。                   株式会社 メディブレイン 


